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 令和６年１１月２５日 行方市農業委員会第１３回総会を行方市役所北浦庁舎第１会議室におい

て開催し、その内容は次のとおりである。 

 

１ 本日の会議に付した議案 

 

議案第８９号   農地法第３条の規定による権利の設定、移転の許可について 

議案第９０号   農地法第５条の規定による許可申請に対する権利の設定、移転を伴う転用許 

         可について 

議案第９１号   現況証明願について 

議案第９２号   農地中間管理事業の推進に関する農用地利用集積等促進計画案の意見決定に 

         ついて 

報告第５２号   制限除外の移動届の受理について 

報告第５３号   農地法第３条第１項第１３号の規定による届出書の受理について 

報告第５４号   農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

報告第５５号   農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

報告第５６号   農業委員及び農地利用最適化推進委員活動状況について 

 

２ 本日の出席委員 

 １番 一 村   栄    ２番 豊 村 由 貴    ３番 大 原 一 美 

 ４番 野 口   浩    ５番 木 村   守    ６番 阿 部 力 男 

 ７番 飯 島   清    ８番 関 口 順 一    ９番 谷田川   栄 

１０番 近 藤 芳 子   １１番 茂 木   孝   １２番 橋 本   清 

１３番 横 瀬 忠 美   １４番 本 澤 政 雄   １５番 風 間 啓 次 

１６番 小 沼 正 二   １７番 郡 司 正 彦   １８番 椎 名   勇 

１９番 髙 塚 利 英 

 

  本日の出席推進委員 

 １番 深 澤   泉    ２番 平 山   正    ３番 金 田 景 行 

 ４番 宮 嵜 春 樹    ５番 箕 輪 澄 子    ６番 森 山 正 一 

 ７番 小 澤 信 一    ８番 山 崎 雄 一    ９番 一 條 克 之 

１０番 小 嶋 得 男   １１番 横 田 俊 信   １２番 宇 井 勝 之 

１３番 野 原 賢 一   １４番 川 島 隆 道   １５番 石 田 充 春 

１６番 千ヶ﨑 敏 男 

 

３ 本日の欠席委員        なし 

 

  本日の欠席推進委員      なし 

 

４ 議事内容 

 （開会宣言）   午前１０時００分 
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 （議長選出） 

事 務 局 それでは、議事日程に入っていきたいと思います。 

議長につきましては、農業委員会規則第５条第１項によりまして、椎名会長に議長

としての議事進行をお願いいたします。よろしくお願いします。 

  

 （委員の出席状況） 

議 長 それでは、まず資格審査報告をします。 

ただいまの出席委員１９名、欠席委員はゼロ名ですので、本総会は成立しておりま

すので、ただいまより令和６年行方市農業委員会第１３回総会を開会いたします。 

  

 （会議録署名人の指名） 

議 長 日程第１、会議録署名人の指名について。 

議長において次のように指名いたします。 

７番飯島 清委員 ８番関口順一委員。 

  

 （書記の任命） 

議 長 次に、日程第２、総会書記の任命については、事務局の稲田事務局長補佐、箕輪係

長を任命いたします。 

  

 （会期の決定） 

議 長 次に、日程第３、会期の決定でありますが、本日の総会の会期は本日１日といたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、会期は本日１日といたします。 

  

 （経過報告） 

議 長 次に、日程第４、経過報告について、事務局より報告願います。 

事 務 局 私から、１１月の行事の経過報告について説明させていただきます。 

前回の総会以降の経過ということでお願いいたします。 

１０月３０日でございます。令和７年度の農業施策についての要望書の提出、麻生

庁舎の市長室におきまして、会長、会長代理、農地・農政部会長及び部会長代理の

出席の下、市長へ要望書の提出、また意見交換をしております。 

１１月５日、農業振興地域整備促進協議会、こちらが北浦庁舎で開催されまして、

農業振興地域の計画変更につきまして、こちらは事務局で代理の出席をしておりま

す。 

１１月１２日、広報委員会、北浦庁舎、広報委員さんの出席の下、農業委員だより

につきまして検討をしております。 

１１月１５日、令和６年関東ブロック女性農業委員研修会、埼玉県民健康センター

の大ホールにおきまして、講演によりまして研修を行ってございます。埼玉県久喜

市の農業委員さんと全国農業会議所の講演によります研修を行っております。こち
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らには、豊村委員、箕輪委員、事務局で出席をしております。 

１１月２５日、本日でございます。先ほど、推進委員さんの出席の下、タブレット

の使用研修をしてきたところでございます。そして、こちら第１３回総会というこ

とになっておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。 

  

 （議案の審議） 

議 長 それでは、本日の議事は、別紙議事日程のとおりです。 

  

 （議案第８９号） 

議 長 それでは、日程第５、議案の審議に入ります。 

議案第８９号 農地法第３条の規定による権利の設定、移転の許可についての件を

議題といたします。事務局より説明願います。 

事 務 局 それでは、タブレットのほう、議案書、こちらのほうを開いていただきたいと思い

ます。 

それでは、議案第８９号 農地法第３条の規定による権利の設定、移転の許可につ

いて、下記のとおり許可申請があったので提案する。令和６年１１月２５日提出、

行方市農業委員会長 椎名 勇。 

案件につきましては、第１項から第９項までとなっております。事務局説明につき

ましては、事前に配付をしておりますので、割愛させていただきます。 

なお、第１項から第９項におきまして、農地法第３条第２項の各号に該当しないた

め、許可要件を全て満たしているものと考えます。以上です。 

  

議 長 １項ごとに審議いたします。１項の調査員より調査の報告を求めます。１６番、小

沼委員。 

１ ６ 番 １６番、小沼です。１項の調査報告をします。 

この調査には、麻生・太田、４人で調査をしてまいりました。 

譲受人は、行方市麻生、７５歳、農業の男性の方です。譲渡人は、稲敷市、１０４

歳、無職の男性の方です。申請理由は、農業経営の拡大と充実のため、区分は、贈

与による所有権移転です。数年前から耕作しており、高齢で息子もやらないので、

譲受人に贈与したいということです。水稲、露地野菜、１万２９０平米、年間２０

０日、家から３キロ、１５分、農機具もそろっており、許可相当と調査をしてまい

りました。皆様のご審議よろしくお願いします。 

議 長 調査の結果は、農機具等もそろっており、許可相当ということでした。審議をお願

いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、１項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、２項の調査員より調査の報告を求めます。１２番、橋本委員。 

１ ２ 番 １２番、橋本です。２項の調査報告をします。 

なお、この調査には、一村委員、金田推進委員の協力の下、現地を確認しました。 
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譲受人は、市内岡在住の７０歳代の農業の男性です。譲渡人は、市内岡在住の７０

歳代の農業の男性です。場所は、岡集落センターから西に約１００メートルほどの

距離です。また、自宅から２００メートル、車で約１分の距離です。面積は、６８

８平米の畑です。区分は、売買による所有権の移転です。申請事由は、農業経営の

規模拡大と経営の安定を図るためです。農機具等もそろっており、何ら問題がない

と思われます。委員の皆様のご審議のほど、よろしくお願いします。以上。 

議 長 調査の結果は、自宅から２００メートル、農機具等もそろっているということでし

た。審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、２項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、３項の調査員より調査の報告を求めます。１番、一村委員。 

１ 番 １番、一村でございます。第３項について報告いたします。 

この案件は、橋本委員、金田推進委員の協力を得て行いました。 

譲受人の方は、四鹿在住の８０代の男性の方、譲渡人は、杉平在住、無職、男性の

方です。申請事由は、農業経営の安定を図るためで、区分は、売買による所有権移

転です。譲受人は現在、水稲を中心に３町５反ほどの田畑を耕作しており、農機具

等もそろっています。今回取得しようとする土地は、自宅から車で５分程度のとこ

ろであり、問題なく許可相当と調査してまいりました。皆様のご審議をよろしくお

願いいたします。 

議 長 調査の結果は、農機具等もそろっており、許可相当ということでございました。審

議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、３項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、４項の調査員より調査の報告を求めます。１７番、郡司委員。 

１ ７ 番 １７番、郡司です。第４項の調査報告をいたします。 

この案件については、宇井推進委員と共に調査してまいりました。 

譲受人は、５３歳で、行方市西連寺に在住し、農業兼会社員の方です。家族４人で

水稲、露地野菜など、１４１アールほど営農しております。譲渡人は、３９歳で、

千葉県松戸市に在住し、会社員の方です。申請事由は、農業経営の規模拡大のため

で、区分は、売買による所有権移転になります。通作距離も約３０メートル程度

で、農機具等もそろっており、調査の結果、問題ないものと調査してまいりまし

た。皆様のご審議よろしくお願いします。以上です。 

議 長 調査の結果は、自宅より３０メートル、そして農機具等もそろっており、許可相当

ということでした。審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、４項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、５項の調査員より調査の報告を求めます。９番、谷田川委員。 
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９ 番 谷田川です。第５項の調査報告をいたします。 

調査については、麻生・太田両地区、４名で調査をしてまいりました。 

譲受人は、市内根小屋在住、４０代の会社員の男性、譲渡人は、藤沢市在住、４０

代の自営業の男性です。申請事由については、農業経営の安定を図るため、区分

は、売買による所有権の移転です。場所は、譲受人の自宅から車で一、二分のとこ

ろにあります。調査の結果、農機具等もそろっており、何ら問題ないものと調査し

てまいりました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 調査の結果は、農機具等もそろっており、許可相当ということでした。審議をお願

いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、５項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、６項の調査委員より調査の報告を求めます。８番、関口委員。 

８ 番 ８番、関口です。６項について調査報告をいたします。 

この案件は、風間、飯島委員、石田、千ヶ﨑推進委員の協力を得て行いました。 

譲受人の方は、行方市浜在住の７５歳の男性で、譲渡人は、行方市浜在住の９３歳

の男性です。申請事由は、農業経営規模拡大のためです。区分は、売買による所有

権移転です。譲渡人が９３歳と高齢であり、後継者もいないことから、譲りたいと

のことです。譲受人は、水稲と露地野菜を１万１，２４８平米作付しており、農業

従事日数も２５０日であり、農機具もそろっております。申請地は、旧関東鉄道浜

駅より東へ３００メートルのところです。何の問題もなく、許可相当と調査してま

いりました。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

議 長 調査の結果は、譲渡人が高齢、また農業機械もそろっており、許可相当ということ

でした。審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、６項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、７項、８項、９項は関連がありますので、一括審議といたします。調査委員

より調査の報告を求めます。１４番、本澤委員。 

１ ４ 番 １４番、本澤です。７項、８項、９項は関連がありますので、一括の報告とさせて

いただきます。 

なお、この調査には、近藤委員、小嶋、横田両推進委員さんの協力の下、調査をし

てまいりました。 

譲受人は、７項、８項、９項とも、行方市次木に住所を持つ農地所有適格法人で

す。譲渡人は、７項が市内次木在住、７６歳、農業の男性、８項は市内次木在住、

７５歳、農業の女性、９項も市内次木在住、６８歳、農業の女性です。申請理由は

３項とも、農業経営を規模拡大し、経営の安定を図るために、区分として、売買に

よる所有権の移転です。取得後の経営面積は、３項合わせて１万７，４６７平米

で、サツマイモ、ホウレンソウを中心に経営するということでした。農業従事日数

も１５０日以上、農機具等もそろい、許可相当と調査をしてまいりました。皆様の
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ご審議よろしくお願いいたします。 

議 長 調査の結果は、農機具等もそろっており、許可相当ということでした。審議をお願

いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、７項、８項、９項は原案のとおり可決いたします。 

  

 （議案第９０号） 

議 長 次に、議案第９０号 農地法第５条の規定による許可申請に対する権利の設定、移

転を伴う転用許可についての件を議題といたします。事務局より説明願います。 

事 務 局 議案第９０号 農地法第５条の規定による許可申請に対する権利の設定、移転を伴

う転用許可について、下記のとおり許可申請があったので提案する。令和６年１１

月２５日提出、行方市農業委員会長 椎名 勇。 

案件につきましては、第２項までとなっております。事務局説明につきましては、

事前に配付しておりますので、割愛させていただきます。以上です。 

  

議 長 １項の調査員より調査の報告を求めます。５番、木村委員。 

５ 番 第１項の報告をします。 

この案件については、髙塚委員、郡司委員と共に調査してまいりました。 

譲受人は、７０歳女性、市内玉造在住、譲渡人は、７６歳男性、市内玉造在住の方

です。２人の関係はきょうだいです。申請理由は、自己資金で自己用住宅の建設で

す。区分は、贈与による所有権移転です。場所は、行方市役所玉造庁舎から南に２

キロ行った付近であり、必要な書類も添付されているため、許可相当と調査してま

いりました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 調査の結果は、必要書類も添付してあり、許可相当ということでした。審議をお願

いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、１項は原案のとおり可決いたします。 

  

議 長 次に、２項の調査員より調査の報告を求めます。１５番、風間委員。 

１ ５ 番 １５番、風間です。２項の調査報告をします。 

この案件は、関口、飯島両委員さん、推進委員の石田、千ヶ﨑両委員さんと調査し

てまいりました。 

譲受人は、潮来市在住、土建業を営む４７歳の男性です。譲渡人は、市内若海地区

在住、８８歳、農業の女性です。申請事由については、記載のとおりで、資材置場

にするための申請で、区分は、売買による所有権移転となります。場所は、若海地

区内医療施設そばの反対側となります。必要な書類も添付され、許可相当と調査し

てまいりました。ご審議のほど、よろしくお願いします。以上です。 

議 長 調査の結果は、必要書類も添付してあり、許可相当ということでした。審議をお願

いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 
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議 長 異議なしと認め、２項は原案のとおり可決いたします。 

  

 （議案第９１号） 

議 長 次に、議案第９１号 現況証明願についての件を議題といたします。事務局より説

明願います。 

事 務 局 議案第９１号 現況証明願について、下記のとおり証明願があったので提案する。

令和６年１１月２５日提出、行方市農業委員会長 椎名 勇。 

案件につきましては、第１１項までとなっております。事務局説明につきまして

は、事前に配付しておりますので、割愛させていただきます。以上です。 

  

議 長 １項ごとに審議いたします。１項の調査委員より調査の報告を求めます。１６番、

小沼委員。 

１ ６ 番 １６番、小沼です。 

これは、椎名会長の案件でございます。第１項の調査報告をします。 

調査には、野口委員、推進委員の森山さん、箕輪さんの協力をいただきました。 

申請人は、行方市井貝在住の男性の方です。申請理由は、地目変更登記のため、非

農地証明の交付になります。現地を確認したところ、２０年以上耕作しておらず、

現在は山林化している状態です。農地に復元するのは極めて困難な状況にあると判

断し、非農地証明の交付に妥当と調査をしてまいりました。皆様のご審議よろしく

お願いします。以上です。 

議 長 調査の結果は、２０年以上耕作されておらず、山林化しているということでした。

交付相当ということでした。審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、１項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、２項の調査員より調査の報告を求めます。１６番、小沼委員。 

１ ６ 番 １６番、小沼です。 

椎名会長の案件でございます。第２項の調査報告をします。 

調査には、野口委員さん、推進委員の箕輪さんと森山さんの協力をいただきまし

た。 

申請人は、行方市南在住の男性の方です。申請理由は、地目変更登記のため、非農

地証明の交付になります。現地を確認したところ、２０年以上耕作しておらず、現

在は山林化している状況でした。農地に復元するのは極めて困難な状況にあると判

断し、非農地証明の交付は妥当であると調査をしてまいりました。皆様のご審議よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 調査の結果は、農地に復元することが困難ということでした。審議をお願いいたし

ます。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、２項は証明書を交付することに決定いたします。 
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議 長 次に、３項の調査員より調査の報告を求めます。１９番、髙塚委員。 

１ ９ 番 １９番、髙塚です。３項について調査報告をいたします。 

調査委員は、郡司委員、木村委員、野原推進委員に同行をお願いし、行ってまいり

ました。 

申請人は、市内手賀在住、自営の男性の方です。申請事由は、地目変更登記のた

め、区分は、農地証明の交付となります。申請人は、平成２６年に農地を取得、地

目が田んぼのまま、現在に至っております。今回、改良区の負担金が安くなる畑に

地目を変更したいそうです。作物を作付する予定がないということでしたので、草

刈りなど荒らさない管理をしていただくようお願いをしてまいりました。よって、

農地証明、畑に登記すること、何ら問題なく交付相当と調査してまいりました。皆

様のご審議よろしくお願いいたします。 

議 長 調査の結果は、何の問題もなく、交付相当ということでした。審議をお願いいたし

ます。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、３項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、４項の調査員より調査の報告を求めます。１７番、郡司委員。 

１ ７ 番 １７番、郡司です。第４項の調査報告をいたします。 

この案件については、髙塚、木村農業委員、宇井推進委員の協力を得て調査してま

いりました。 

申請人は、８０代で、行方市西連寺に在住し、農業の方です。申請事由について

は、地目変更登記のための非農地証明の交付になります。場所は、西連寺から北へ

約５００メートルくらいのところになります。平成１９年に畑を一部宅地に変更

し、次男の住居を建てたそうです。現在、その息子さんも４年前に亡くなってしま

い、このまま放置しておくわけにもいかないということで、売却を検討しているそ

うです。現在、宅地の中の一部の畑は植木が植えられており、このまま宅地として

利用していただくことが一番いいのかなと、私としては考えてきました。そのよう

な状況の中で、非農地証明の交付は致し方ないと思います。皆様のご審議よろしく

お願いします。以上です。 

議 長 調査の結果は、今後も宅地として利用したいということでした。審議をお願いいた

します。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、４項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、５項の調査員より調査の報告を求めます。１１番、茂木委員。 

１ １ 番 １１番、茂木です。５項について調査報告をいたします。 

現況確認には、横瀬委員さん、小澤推進委員さんのご協力を得てきました。 

申請人は、行方市吉川在住の男性の方です。申請事由については、地目変更登記の

ため、非農地証明の交付になります。５０年以上耕作しておらず、登記地目は畑で

すが、現況は宅地として利用しております。農地に復元するのは極めて困難な状況
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にあると判断し、非農地証明の交付は妥当であると調査してまいりました。皆様方

のご審議よろしくお願いいたします。 

議 長 調査の結果は、５０年耕作しておらず、現状は宅地として利用しているということ

でした。審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、５項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、６項の調査員より調査の報告を求めます。６番、阿部委員。 

６ 番 ６番、阿部です。６項の案件について報告します。 

なお、この案件については、大原委員、山崎推進委員の協力の下、調査しました。 

申請人は、埼玉在住の高齢の女性です。申請理由は、地目変更です。場所は、観音

寺脇、２２１平米、観音寺北に３００メートル、面積は３５１平米、２件となりま

す。約４０年前から山林化しています。現地を見る限り、畑に復元するのは不可能

と思います。委員の皆様のご審議のほど、よろしくお願いします。以上です。 

議 長 調査の結果は、４０年以上耕作されておらず、山林化しているということでした。

審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、６項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、７項の調査員より調査の報告を求めます。９番、谷田川委員。 

９ 番 ９番、谷田川です。７項の調査報告をいたします。 

なお、調査については、麻生・太田両地区、４名で調査をしてまいりました。 

申請人は、鹿嶋市内の農業を営む法人です。願出要旨は、地目変更登記のため、区

分については、非農地証明です。調査の結果、２０年以上前から耕作しておらず、

山林化、原野化しており、復元は難しい状況で、証明書発行は妥当であると調査し

てまいりました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 調査の結果は、２０年以上耕作されておらず、山林化しているということでした。

審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、７項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、８項、９項は関連がありますので、一括審議といたします。調査員より調査

の報告を求めます。１６番、小沼委員。 

１ ６ 番 １６番、小沼です。 

これも椎名会長の案件でございます。８項、９項、関連がありますので、一括で調

査報告をします。 

調査には、野口委員さん、推進委員の森山さん、箕輪さんの協力をいただきまし

た。 

８項、９項とも、申請人は、千葉県在住の土地共有者の３人です。願出要旨は、地

目変更登記のため、区分は、非農地証明の交付になります。８項、９項を現地を確
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認したところ、４０年以上耕作しておらず、現地は山林化している状況でした。農

地に復元するのも極めて困難な状況にあると判断し、非農地証明の交付に妥当であ

ると調査をしてまいりました。皆様のご審議よろしくお願いします。以上です。 

議 長 調査の結果は、４０年以上耕作しておらず、山林化しているということでした。審

議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、８項、９項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、１０項の調査員より調査の報告を求めます。２番、豊村委員。 

２ 番 ２番、豊村です。第１０項について調査報告をします。 

調査は、木村委員さんに協力していただき、行いました。 

申請人は、行方市芹沢在住の男性の方です。申請事由は、地目変更登記のため、区

分は、非農地証明の交付となります。申請地は、泉地区の以前あった酒店より少し

入ったところになります。確認したところ、建物はあるものの、５０年以上耕作さ

れておらず、農地に復元するのは極めて困難な状況であると判断し、非農地証明の

交付は妥当であると調査してまいりました。皆様のご審議よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

議 長 調査の結果は、昭和４０年頃から宅地として利用しているということでした。審議

をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、１０項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

議 長 次に、１１項の調査員より調査の報告を求めます。１０番、近藤委員。 

１ ０ 番 １０番、近藤でございます。第１１項について調査報告いたします。 

現況確認には、本澤委員、小嶋、横田推進委員のご協力をいただきました。 

申請人は、行方市成田在住の男性の方でございます。申請事由については、地目変

更登記のための非農地証明の交付になります。現地を確認したところ、２０年以上

耕作しておらず、登記地目は畑になっておりますが、現況は雑種地になっておりま

す。駐車場として利用している状況でございます。農地に復元するのは極めて困難

な状況にあると判断し、非農地証明の交付は妥当であると調査してまいりました。

皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 調査の結果は、２０年前から駐車場として利用しているということでした。審議を

お願いいたします。本澤委員。 

１ ４ 番 １４番、本澤です。暫時休憩を求めます。 

議 長 ここで暫時休憩いたします。 

  

 （休憩）   午前１０時３１分～午前１０時３６分 

  

議 長 それでは、審議を再開いたします。 

２０年以上前から駐車場ということでした。審議をお願いいたします。ご異議ござ
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いませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、１１項は証明書を交付することに決定いたします。 

  

 （議案第９２号） 

議 長 次に、議案第９２号 農地中間管理事業の推進に関する農用地利用集積等促進計画

案の意見決定についての件を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

事 務 局 議案第９２号 農地中間管理事業の推進に関する農用地利用促進計画案の意見決定

について、下記のとおり意見を求められたので提案する。令和６年１１月２５日提

出、行方市農業委員会長 椎名 勇。 

別紙資料ナンバー１をご覧いただきたいと思います。 

計画案は、令和７年１月１日始期の新規２８件、筆数は６５筆、１１万９，３４７

平米と、令和７年５月１日から７月１日が始期となる更新の６件、１３筆、２万４

６平米になります。 

詳細につきましては、次のページの一覧表で確認をいただきたいと思います。次の

ページといいますのは、議案書のほうの資料になりますので、お戻りいただくよう

になります。 

説明については以上でございます。よろしくお願いします。 

議 長 ご審議をお願いいたします。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認め、農地中間管理事業の推進に関する農用地利用集積等促進計画案に

ついての意見決定については、原案のとおり決定いたします。 

  

 （報告第５２号）（報告第５３号）（報告第５４号）（報告第５５号）(報告第５

６号) 

議 長 次に、報告案件に入ります。 

報告第５２号 制限除外の移動届の受理について、報告第５３号 農地法第３条第

１項第１３号の規定による届出書の受理について、報告第５４号 農地法第３条の

３第１項の規定による届出書の受理について、報告第５５号 農地法第１８条第６

項の規定による通知書の受理について、報告第５６号 農業委員及び農地利用最適

化推進委員活動状況について、以上の報告案件について、一括して事務局より説明

願います。 

事 務 局 それでは、報告第５２号から第５６号まで一括で説明をさせていただきます。 

まず、報告第５２号、制限除外の移動届の受理について、下記のとおり報告する。

令和６年１１月２５日提出、行方市農業委員会長 椎名 勇。 

こちらの内容ですけれども、上山線１．２号線接続変更工事に伴う鉄塔の新設用地

及び工事用地のための届出となっております。 

次に、報告第５３号です。農地法第３条第１項第１３号の規定による届出の受理に

ついて、下記のとおり報告する。令和６年１１月２５日提出、行方市農業委員会長 

椎名 勇。 
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農地中間管理機構の特例事業の用に資するため、所有権の移動があった一覧になり

ます。こちらはご確認をください。 

続きまして、報告第５４号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理に

ついて、下記のとおり報告する。令和６年１１月２５日提出、行方市農業委員会長 

椎名 勇。 

こちらにつきましては、相続により所有権を取得された方４名の届出の一覧となっ

ておりますので、ご確認をお願いいたします。 

続きまして、報告第５５号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理につ

いて、下記のとおり報告する。令和６年１１月２５日提出、行方市農業委員会長 

椎名 勇。 

こちらにつきましては、合意解約により賃貸借を解約した通知が１１件の一覧とな

っております。こちらについて、ご確認をお願いいたします。 

続きまして、報告第５６号 農業委員及び農地利用最適化推進委員活動状況につい

て、下記のとおり報告する。令和６年１１月２５日提出、行方市農業委員会長 椎

名 勇。 

こちらにつきましては、先月提出いただいた活動記録簿を集計したものとなりま

す。こちらについてもご確認いただければと思います。 

説明につきましては以上でございます。 

議 長 報告案件について質疑を求めます。ご異議ございませんか。 

全 員 異議なし。（全員一致） 

議 長 異議なしと認めます。 

  

 （閉会宣告）   午前１０時５０分 

  

議 長 これにて、本総会に付議された案件の審議は全て終了しました。よって、第１３回

総会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

  
 


